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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可視スペクトル内にある第１の電磁放射線で、生物学的増殖培地を照射する工程と、
　可視スペクトル外にある第２の電磁放射線であって、７００～１０００ナノメートルの
間の波長を有する前記第２の電磁放射線で、前記生物学的増殖培地を照射する工程と、
　前記第１の電磁放射線で照射された前記生物学的増殖培地の１つ以上の第１の画像を生
成する工程と、
　前記第２の電磁放射線で照射された前記生物学的増殖培地の１つ以上の第２の画像を生
成する工程と、
　前記１つ以上の第２の画像に基づいて、前記１つ以上の第１の画像内のスペクトル反射
率値を正規化する工程と、
　前記正規化されたスペクトル反射率値に基づいて、生物学的病原体を同定する工程と、
　前記同定された生物学的病原体を数える工程と、
　を含む、方法。
【請求項２】
　可視スペクトル内にある第１の電磁放射線で、生物学的増殖培地を照射するための手段
と、
　可視スペクトル外にある第２の電磁放射線であって、７００～１０００ナノメートルの
間の波長を有する前記第２の電磁放射線で、生物学的増殖培地を照射するための手段と、
　前記第１の電磁放射線で照射された前記生物学的増殖培地の１つ以上の画像を生成する
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ための手段と、
　前記第２の電磁放射線で照射された前記生物学的増殖培地の１つ以上の画像を生成する
ための手段と、
　前記１つ以上の第２の画像に基づいて、前記１つ以上の第１の画像内のスペクトル反射
率値を正規化するための手段と、
　前記正規化されたスペクトル反射率値に基づいて、生物学的病原体を同定するための手
段と、
　前記同定された生物学的病原体を数えるための手段と、
　を備える、システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本出願は、２００８年３月２６日に出願された米国仮出願第６１／０３９，４５３号の
利益を主張し、該仮出願は、参照により本明細書に援用する。
【背景技術】
【０００２】
　生物学的安全性は、現代社会において重要な懸案事項である。食物又は他の物質におけ
る生物学的汚染の検査は、食品の開発者及び販売業者にとって重要な、かつ時に必須の条
件になった。生物学的検査は、細菌、又は例えば、医療患者から取り出された血液サンプ
ル、実験用目的のために開発された実験サンプル及び他のタイプの生物学的サンプルなど
の実験サンプル内の他の病原体を同定するためにも使用される。生物学的検査を改善する
ために、及び生物学的検査プロセスを効率化し、規格化するために、様々な技法及びデバ
イスを利用することができる。
【０００３】
　特に、幅広い種類の生物学的増殖培地が開発されてきた。一例として、増殖プレートの
形態の生物学的増殖培地が、Ｓｔ．Ｐａｕｌ，Ｍｉｎｎｅｓｏｔａの３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎ
ｙ（以下「３Ｍ」）によって開発された。生物学的増殖プレートは、ペトリフィルム（PE
TRIFILM）プレートという商品名で３Ｍによって販売されている。生物学的増殖プレート
は、例えば、好気性細菌、大腸菌、コリフォーム、エンテロバクテリアセエ、酵母菌、か
び、黄色ブドウ球菌、リステリア菌、カンピロバクター菌、及び他の生物学的病原体を含
む、食物汚染に一般的に関連する細菌又は他の生物学的病原体の急速な増殖及び検出又は
計数を容易にするために利用することができる。ペトリフィルムプレート又は他の生物学
的増殖培地の使用は、食物サンプルの細菌検査を簡略化することができる。
【０００４】
　（食物検査の場合には）是正措置が実施できるように、又は（医療用の使用の場合には
）正しい診断ができるように、細菌の存在を同定するために、生物学的増殖培地を使用す
ることができる。他の用途では、生物学的増殖培地は、例えば、実験用目的のために、実
験室サンプル内の細菌又は他の生物学的病原体を急速に増殖させるために使用されてもよ
い。
【０００５】
　生物学的増殖培地処理システムは、生物学的増殖培地を処理するために使用されるシス
テムを指す。生物学的増殖培地処理システムは、生物学的増殖培地上の細菌コロニー又は
特定の生物学的病原体の量を計数するために使用されてもよい。例えば、食物サンプル又
は実験室サンプルは、生物学的増殖培地上に配置されてもよく、次いで該培地は、インキ
ュベーションチャンバに挿入されてもよい。インキュベーション後、生物学的増殖培地は
、生物学的読取機に導入されてもよく、これは、生物学的増殖培地の１つ以上の画像を生
成する。次いで、画像は、細菌増殖の自動計数のために、例えばコンピュータを介して解
析されてもよい。このように、生物学的増殖培地処理システムは、生物学的増殖培地上の
細菌又は他の生物学的病原体の検出及び計数を自動化し、それによって、人的エラーを低
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減することによって生物学的検査プロセスを改善する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　広くは、本開示は、生物学的増殖培地の自動解析のための撮像技術及び画像解析技術に
関する。本開示によると、生物学的増殖培地のスペクトル応答を使用して、生物学的増殖
培地の画像から生物学的病原体を同定し数えることできる。生物学的増殖培地は、２つ以
上の異なる波長の電磁放射線で照射されてもよく、生物学的増殖培地の画像は、これらの
異なる照射下で捕捉することができる。１つ以上の第１の画像内のスペクトル反射率値（
例えば、ピクセル位置に関連する）は、１つ以上の第２の画像内のスペクトル反射率値（
例えば、同一のピクセル位置に関連する）に基づいて正規化することができる。この場合
、第１の画像は、第２の画像とは異なる波長の照射に関連する。正規化は、生物学的増殖
培地上に現れる生物学的病原体のより良好な同定を可能にし得る。このようにして、スペ
クトル解析及び正規化は、生物学的病原体の自動検出を改善することができる。
【０００７】
　第１の画像は、第１の波長範囲内の光照射下で生成されることができ、第２の画像は、
第２の波長範囲内の光照射下で生成されることができる。生物学的病原体のスペクトル応
答及び背景のスペクトル応答は、異なる波長範囲内で異なり得る。第２の画像は、第１の
画像を正規化するために使用することができ、それは、生物学的培地の背景を培地上に現
れる生物学的病原体と区別する能力を改善し得る。第１の画像に使用される照射は、可視
スペクトル内にあってもよく、第２の画像に使用される照射は、可視スペクトル外にあっ
てもよい。
【０００８】
　一実施形態では、本開示は、可視スペクトル外にある電磁放射線で、生物学的増殖培地
を照射する工程と、可視スペクトル外の電磁放射線で照射された生物学的増殖培地の１つ
以上の画像を生成する工程と、１つ以上の画像に基づいて、生物学的増殖培地上の生物学
的病原体を数える工程と、を含む、方法を提供する。
【０００９】
　別の実施形態では、本開示は、第１の電磁放射線で生物学的増殖培地を照射する工程と
、第１の電磁放射線で照射された生物学的増殖培地の１つ以上の第１の画像を生成する工
程と、第２の電磁放射線で生物学的増殖培地を照射する工程と、第２の電磁放射線で照射
された生物学的増殖培地の１つ以上の第２の画像を生成する工程と、１つ以上の第２の画
像に基づいて、１つ以上の第１の画像内のスペクトル反射率値を正規化する工程と、正規
化されたスペクトル反射率値に基づいて、生物学的病原体を同定する工程と、同定された
生物学的病原体を数える工程と、を含む、方法を提供する。
【００１０】
　別の実施形態では、本開示は、可視スペクトル外にある電磁放射線で、生物学的増殖培
地を照射し、可視スペクトル外の電磁放射線で照射された生物学的増殖培地の１つ以上の
画像を生成する、撮像ユニットと、１つ以上の画像に基づいて、生物学的増殖培地上の生
物学的病原体を数える、コンピュータと、を備える、システムを提供する。
【００１１】
　別の実施形態では、本開示は、第１の電磁放射線で生物学的増殖培地を照射し、第１の
電磁放射線で照射された生物学的増殖培地の１つ以上の第１の画像を生成し、第２の電磁
放射線で生物学的増殖培地を照射し、第２の電磁放射線で照射された生物学的増殖培地の
１つ以上の第２の画像を生成する、撮像ユニットを備える、システムを提供する。該シス
テムはまた、１つ以上の第２の画像に基づいて、１つ以上の第１の画像内のスペクトル反
射率値を正規化し、正規化されたスペクトル反射率値に基づいて、生物学的病原体を同定
し、同定された生物学的病原体を数える、コンピュータを含む。
【００１２】
　別の実施形態では、本開示は、可視スペクトル外にある電磁放射線で、生物学的増殖培
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地を照射するための手段と、可視スペクトル外の電磁放射線で照射された生物学的増殖培
地の１つ以上の画像を生成するための手段と、１つ以上の画像に基づいて、生物学的増殖
培地上の生物学的病原体を数えるための手段と、を備える、システムを提供する。
【００１３】
　別の実施形態では、本開示は、第１の電磁放射線で生物学的増殖培地を照射するための
手段と、第１の電磁放射線で照射された生物学的増殖培地の１つ以上の第１の画像を生成
するための手段と、第２の電磁放射線で生物学的増殖培地を照射するための手段と、第２
の電磁放射線で照射された生物学的増殖培地の１つ以上の第２の画像を生成するための手
段と、１つ以上の第２の画像に基づいて、１つ以上の第１の画像内のスペクトル反射率値
を正規化するための手段と、正規化されたスペクトル反射率値に基づいて、生物学的病原
体を同定するための手段と、同定された生物学的病原体を数えるための手段と、を備える
、システムを提供する。
【００１４】
　別の実施形態では、本開示は、生物学的増殖培地処理システムのコンピュータにおける
実行時に、コンピュータに、生物学的増殖培地の１つ以上の画像であって、可視スペクト
ル外の電磁放射線での生物学的増殖培地の照射中に生成されている、１つ以上の画像を受
信させ、１つ以上の画像に基づいて、生物学的増殖培地上の生物学的病原体を数えさせる
、命令を含む、コンピュータ可読媒体を提供する。
【００１５】
　別の実施形態では、本開示は、生物学的増殖培地処理システムのコンピュータにおける
実行時に、コンピュータに、生物学的増殖培地の１つ以上の第１の画像であって、第１の
電磁放射線での生物学的増殖培地の照射中に生成されている、１つ以上の第１の画像を受
信させ、生物学的増殖培地の１つ以上の第２の画像であって、第２の電磁放射線での生物
学的増殖培地の照射中に生成されている、１つ以上の第２の画像を受信させ、１つ以上の
第２の画像に基づいて、１つ以上の第１の画像内のスペクトル反射率値を正規化させ、正
規化されたスペクトル反射率値に基づいて、生物学的病原体を同定させ、同定された生物
学的病原体を数えさせる、命令を含む、コンピュータ可読媒体を提供する。
【００１６】
　これら及び他の実施形態の追加の詳細を添付図及び以下の説明にて提示する。他の特徴
、目的及び利点は、説明及び図面から、並びに請求項から明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】生物学的増殖培地の処理中に、本明細書に記載する技術のうちの１つ以上を実行
することが可能である、代表的な生物学的増殖培地処理システムの斜視図。
【図２】本開示に従った、生物学的増殖プレートの形態の代表的な生物学的増殖培地の平
面図。
【図３】本開示と一致した、生物学的増殖培地処理システムのブロック図。
【図４】生物学的増殖培地上の異なる位置に関連するスペクトル応答を図示するグラフ。
【図５】照射デバイス内の生物学的増殖培地の照射を図示するブロック図。
【図６】生物学的増殖培地上に形成される生物学的病原体に関連するスペクトル応答、及
び生物学的増殖培地上の背景領域に関連するスペクトル応答を図示するグラフ。
【図７】生物学的増殖培地上に形成される生物学的病原体に関連するスペクトル応答、及
び生物学的増殖培地上の背景領域に関連するスペクトル応答を図示する別のグラフ。
【図８】本開示の技術を図示するフローチャート。
【図９】本開示の技術を図示するフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本開示は、生物学的増殖培地の自動解析のための撮像技術及び画像解析技術に関する。
生物学的増殖培地は、微生物の増殖を支持するために、少なくとも１つの栄養素を含み、
任意に、特定の微生物又は微生物群の検出を促進するために、少なくとも１つの指標を含
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んでもよい。本開示によると、生物学的増殖培地の測定されたスペクトル反射率値は、生
物学的増殖培地の画像から生物学的病原体を同定し数えるために使用することができる。
特に、２つ以上の異なる波長範囲内の生物学的増殖培地のスペクトル反射率値が、生物学
的病原体を同定し数えるために使用され得る。
【００１９】
　生物学的増殖培地は、２つ以上の異なる波長の電磁放射線で照射されてもよく、生物学
的増殖培地の画像は、これらの異なる照射下で捕捉することができる。生物学的増殖培地
上に現れる生物学的病原体をより良好に同定するために、１つ以上の第２の画像内のスペ
クトル反射率値に基づいて、１つ以上の第１の画像内のスペクトル反射率値を正規化する
ことができる。例えば、特定のピクセル位置における第１の画像のスペクトル反射率値は
、同一ピクセル位置における１つ以上の第２の画像内のスペクトル反射率値に基づいて、
正規化することができる。正規化は、比を使用してもよく、その場合、第２の画像内の同
一ピクセル位置におけるスペクトル反射率値に対する第１の画像内のピクセル位置におけ
るスペクトル反射率値の比を使用して、生物学的病原体を同定し、かつ生物学的増殖培地
の背景領域を同定することができる。このようにして、スペクトル解析は、生物学的病原
体の自動検出を改善することができる。
【００２０】
　第１の画像は、第１の波長範囲内の光照射下で生成されることができ、第２の画像は、
第２の波長範囲内の光照射下で生成されることができる。関連する生物学的病原体及び背
景領域のスペクトル応答は、異なる照射において異なり得る。本開示によると、第１の画
像は、第２の画像に基づいて正規化され、それによって生物学的培地の背景を培地上に現
れる生物学的病原体と区別する能力を改善することができる。生物学的病原体及び背景領
域に関連するスペクトル反射率値は、異なる波長範囲内で異なり得る。正規化技術は、生
物学的病原体の計数を改善するために、この観察された現象を利用することができる。
【００２１】
　第１の画像に使用される照射は、可視スペクトル内にあってよく、第２の画像に使用さ
れる照射は、可視スペクトル外にあってよい。このようにして、生物学的増殖培地の自動
読み出しを改善するために、幅広い波長範囲（可視スペクトル内及び可視スペクトル外の
両方）にわたる生物学的増殖培地のスペクトル応答が利用されてもよい。
【００２２】
　図１は、生物学的増殖培地２４の処理中に、本開示の技術のうちの１つ以上を実行する
ことが可能である、代表的な生物学的増殖培地処理システム２０の斜視図である。システ
ム２０は、コンピュータ２２に連結される撮像ユニット２１を備える。撮像ユニット２１
は、２つ以上の異なる照射設定下（例えば、異なる波長の照射下）で、生物学的増殖培地
２４の画像を捕捉し、コンピュータ２２は、生物学的増殖培地２４上の生物学的病原体を
同定し数えるために、画像を処理する。あるいは、異なる波長における照射を促進するた
めに、白色光及びカラーフィルタ又は他の技術が使用されてもよい。
【００２３】
　コンピュータ２２及び撮像ユニット２１は、別々のユニットとして図示されているが、
本開示の技術は、撮像ユニット２１及びコンピュータ２２が共通デバイスに組み込まれる
、完全統合システム又はデバイス、即ち完全統合生物学的読取機によって実行されてもよ
い。更に、本開示の技術はまた、１つ以上の撮像ユニット、１つ以上のインキュベーショ
ンユニット、１つ以上の接種ユニット、１つ以上の識別要素（ＩＤ）読取機、ＩＤラベラ
ー、及び／又は生物学的増殖培地２４に関連するモジュラー処理パイプラインにおいて動
作する他のデバイスを含む、モジュラーシステムで使用されてもよい。
【００２４】
　所望される場合、撮像ユニット２１は、生物学的増殖培地２４からＩＤ要素を読み取る
ためのＩＤ読取機を含んでもよい（図１に図示せず）。この場合、ＩＤ要素は、生物学的
増殖培地２４のプレートの種類を同定し、かつコンピュータ２２がプレートの種類に基づ
いて画像解析を選択又は調整することを可能にし得る。更に、他の種類の情報もまた、Ｉ
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Ｄ要素に符号化又はマッピングされ得る。図２は、バーコードの形態のＩＤ要素を含む、
１つの代表的な生物学的増殖プレートを示す。図２については、以降で更に詳細に考察さ
れる。
【００２５】
　図１の実施例では、コンピュータ２２は、生物学的増殖培地２４の画像解析のためのソ
フトウェアを実行する、マイクロプロセッサを含んでもよい。それに応じて、コンピュー
タ２２はまた、本開示の教示と一致した技術を実行する画像解析アルゴリズム等の種々の
種類の情報を記憶するためのメモリを含んでもよい。一例として、コンピュータ２２は、
パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュー
タ、携帯用コンピュータ、ワークステーション等を含んでもよい。撮像ユニット２１によ
って生成される生物学的増殖培地２４の画像の画像解析を促進するためのソフトウェアプ
ログラムが、コンピュータ２２にロードされてもよい。
【００２６】
　図１の実施例では、撮像ユニット２１は、インターフェース２５を介してコンピュータ
２２に連結される。インターフェース２５は、例えば、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳ
Ｂ）インターフェース、ユニバーサルシリアルバス２（ＵＳＢ２）インターフェース、Ｉ
ＥＥＥ　１３９４ファイヤーワイヤーインターフェース、スモールコンピュータシステム
インターフェース（Small Computer System Interface）（ＳＣＳＩ）、アドバンステク
ノロジーアタッチメント（Advance Technology Attachment）（ＡＴＡ）インターフェー
ス、シリアルＡＴＡインターフェース、ペリフェラルコンポーネントインターコネクト（
ＰＣＩ）インターフェース、シリアル又はパラレルインターフェース等を含んでもよい。
【００２７】
　撮像ユニット２１は、生物学的増殖培地２４を受容するように設計される。具体的に、
撮像ユニット２１は、生物学的増殖培地２４を受容するための入力スロット２８を画定す
る、ハウジングを含む。撮像ユニット２１への生物学的増殖培地２４の挿入を補助するた
めに、ガイド機構２３がハウジング上に形成されてもよい。撮像ユニット２１はまた、生
物学的増殖培地２４が生物学的増殖培地２４の撮像後に取り出される、取り出しスロット
（図示せず）も含む。撮像ユニット２１はまた、生物学的増殖プレートの解析の進捗又は
結果をユーザーに表示するためのディスプレイスクリーン（図示せず）等、他の機能を含
んでもよい。しかしながら、本開示の技術は、幅広い他の種類の撮像デバイスで使用され
てもよい。
【００２８】
　撮像ユニット２１は、照射源及び１つ以上のカメラ等、撮像コンポーネントを内蔵する
。一実施例では、撮像ユニット２１は、挿入された生物学的増殖培地２４の１つ以上の単
色画像を生成するための２次元単色カメラを内蔵する。撮像ユニット２１内の照射源は、
２つ以上の異なる波長の電磁放射線における照射を提供してもよい。撮像ユニット２１内
の照射源は、撮像中に生物学的増殖培地２４の前側及び／又は裏側を照射してもよい。光
照射器は、２つ以上の異なる波長の光で生物学的増殖培地２４を照射することができ、生
物学的増殖培地２４の異なる画像が、異なる波長の照射下で生成され得る。カメラに対す
る生物学的増殖培地２４のための撮像位置を画定するために、撮像ユニット２１内に透明
圧盤が内蔵されてもよい。撮像ユニット２１は、画像解析を実行するためのプロセッサを
含んでもよいコンピュータ２２に、画像を通信することができる。
【００２９】
　生物学的増殖培地２４は、細菌又は他の病原体が生物学的増殖培地２４上で現れる増殖
領域２７を含んでもよい。増殖領域２７は、平らな表面、凹形ウェル、又は生物学的増殖
に有用な任意の表面を備えてもよい。生物学的増殖培地２４は、特定の生物学的病原体の
急速な増殖を促進するために、増殖領域２７内に栄養素を含むように製造されてもよい。
所望される場合、サンプル（食物サンプル又は実験室サンプル等）が１つ以上の希釈剤と
共に、増殖領域に添加されてもよい。増殖領域２７にサンプル（及び場合によっては希釈
剤）を添加するこのプロセスは、接種と称され、ユーザーによって手動で、又は接種ユニ
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ット（図１に図示せず）によって自動的に実行されてもよい。接種後、生物学的増殖培地
２４は次いで、インキュベーションチャンバ又はユニット（図１に図示せず）内でインキ
ュベートされてもよい。
【００３０】
　接種及びインキュベーション後、生物学的増殖培地２４は、本明細書に記載の方法で画
像を生成するために、撮像ユニット２１によって処理される。具体的に、撮像ユニット２
１は、２つの異なる波長の照射光下で少なくとも２つの異なる画像を生成する。画像は、
撮像ユニット２１から、画像解析を実行するコンピュータ２２に送信される。
【００３１】
　例えば、撮像ユニット２１は、第１の波長範囲内の光照射下で、第１の画像を生成する
ことができる。加えて、撮像ユニット２１は、第２の波長範囲内の光照射下で、第２の画
像を生成することができる。このようにして、生物学的増殖培地２４は、２つ以上の異な
る波長の電磁放射線で照射され、生物学的増殖培地の画像は、これらの異なる照射下で撮
像ユニット２１によって捕捉される。
【００３２】
　コンピュータ２２において、生物学的増殖培地上に現れる生物学的病原体をより良好に
同定するために、１つ以上の第２の画像内のスペクトル反射率値に基づいて、１つ以上の
第１の画像内のスペクトル反射率値を正規化することができる。換言すれば、コンピュー
タ２２は、生物学的増殖培地２４の背景と比較して生物学的病原体を同定するために、第
２の画像内のスペクトル反射率値に対する第１の画像内のスペクトル反射率値の比を使用
する。このようにして、コンピュータ２２は、生物学的病原体の自動検出においてスペク
トル解析を使用する。スペクトル反射率値は、特定の波長における光の反射率の割合とし
て与えられてもよく、２つの異なる画像内の特定のピクセル位置（又は特定の領域）に関
連し得る。
【００３３】
　生物学的病原体及び背景のスペクトル応答は、異なる波長範囲内で異なり得る。コンピ
ュータ２２は、第２の画像内のピクセル位置における反射率値に基づいて、第１の画像の
ピクセル位置における反射率値を正規化し、それによって生物学的増殖培地２４の背景を
生物学的増殖培地２４上に現れる生物学的病原体と区別する、コンピュータ２２の能力を
改善することができる。反射率値は、異なる画像に関連する照射下の所与の位置における
生物学的増殖培地２４のスペクトル反射率を表し得る。
【００３４】
　第１の画像に対して撮像ユニット２１によって使用される照射は、可視スペクトル内で
あってよく、第２の画像に対して撮像ユニット２１によって使用される照射は、可視スペ
クトル外であってよい。このようにして、自動読み出しを改善するために、幅広い波長範
囲（可視スペクトル内及び可視スペクトル外の両方）にわたる生物学的増殖培地２４のス
ペクトル応答が利用されてもよい。異なる画像のピクセルが、正規化の目的のために正確
に整合していることを確実にするために、生物学的増殖培地２４が固定位置にある時に、
画像が生成されてもよい。
【００３５】
　細菌コロニー計数又は他の生物学的病原体の観点から、生物学的増殖培地２４中で検査
されている所与のサンプルが許容可能であるかどうかの判定は、単位面積当たりの細菌コ
ロニー数によって決定され得る。したがって、撮像ユニット２１によって生成される画像
は、コンピュータ２２によって解析され、生物学的増殖培地２４上の単位面積当たりの細
菌コロニーの量を定量化するために使用され得る。更に、本明細書に記載するスペクトル
解析及び正規化技術は、細菌コロニー又は他の生物学的病原体を生物学的増殖培地２４の
背景と区別する、コンピュータ２２の能力を改善することができる。所望される場合は、
個々のコロニーのサイズも解析に含まれてよい。
【００３６】
　図２は、生物学的増殖プレート５０の形態の代表的な生物学的増殖培地の平面図である
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。一例として、生物学的増殖プレート５０は、ペトリフィルム（PETRIFILM）プレートと
いう商品名で３Ｍから販売されている、生物学的増殖プレートを含んでもよい。場合によ
っては、生物学的増殖プレート５０は、生物学的増殖プレート５０の自動処理を促進する
ために、識別要素５４を含んでもよい。
【００３７】
　識別要素５４は、例えばバーコード等の光学的に可読なパターンとして図示される。し
かしながら、他の場合、識別要素５４は、文字、バーコード、２次元バーコード、光回折
格子、ホログラム、リン系インク等、幅広い種類の光学的パターンを取ってもよい。更に
、いくつかの実施形態では、識別要素５４は、磁気又は無線技術によって可読であり得る
、可視若しくは非可視回路又は磁気要素を備えてもよい。例えば、識別要素５４は、在庫
追跡の目的で多くの産業において一般的に使用されている、幅広い種類の無線識別（ＲＦ
ＩＤ）タグのいずれかを含んでもよい。
【００３８】
　生物学的増殖プレート５０は、例えば、好気性細菌、大腸菌、コリフォーム、エンテロ
バクテリアセエ、酵母菌、かび、黄色ブドウ球菌、リステリア菌、及びカンピロバクター
菌等を含む、細菌又は他の生物学的病原体の急速な増殖並びに検出及び計数を促進するこ
とができる。ペトリフィルム（PETRIFILM）プレート又は他の増殖培地の使用は、食物サ
ンプルの細菌検査を簡略化することができる。
【００３９】
　図２に示すように、生物学的増殖プレート５０は、増殖領域５２を画定する。細菌コロ
ニー計数の観点から、プレート５０内で検査されている所与のサンプルが許容可能である
かどうかの判定は、単位面積当たりの細菌コロニー数によって決定され得る。それに応じ
て、本開示に従って、自動システムは、プレート５０上の単位面積当たりの細菌コロニー
の量を定量化するために、生物学的増殖プレート５０を処理することができ、該量又は「
計数」を閾値と比較することができる。閾値は、例えば、元のサンプル中の微生物の許容
可能な（又は許容不可能な）数に関する、コロニー計数を表し得る。生物学的増殖プレー
ト５０の表面は、１つ以上の種類の細菌又は他の生物学的病原体の急速な増殖を促進する
ように設計された、１つ以上の増殖促進剤を含有してもよい。
【００４０】
　生物学的増殖プレート５０は、サンプルを接種されてもよい。接種は、増殖領域５２内
の生物学的増殖プレート５０の表面に、検査されている物質の材料を、場合によっては希
釈剤と共に添加するプロセスを指す。接種は、手動で、又は自動的な方法で実行されても
よい。接種後、生物学的増殖プレート５０は、インキュベーションチャンバ（図示せず）
に挿入されてもよい。インキュベーションチャンバにおいて、細菌、酵母菌、又はかび等
の微生物は、生物学的増殖プレート５０内の栄養素で増殖し、一定の期間後にコロニーと
して現れる。図２の生物学的増殖プレート５０上の種々の点によって表されるコロニー（
例えば、かび又は他の微生物）は、増殖領域５２の背景色に対して異なる色で現れ、画像
解析技術による細菌コロニーの自動検出及び計数を促進することができる。具体的に、生
物学的病原体に関連する領域５８は、特に可視スペクトルにおいて、生物学的増殖プレー
ト５０の背景に関連する領域５６とは異なって見える。
【００４１】
　本開示に記載するように、生物学的増殖プレート５０の２つ以上の異なる画像が生成さ
れる。１つ以上の第１の画像は、例えば可視スペクトル内の光等、第１の波長における電
磁放射線による照射下で生成されることができる。１つ以上の第２の画像は、例えば可視
スペクトル外の光等、第２の波長における電磁放射線による照射下で生成されることがで
きる。第１の画像の対応するピクセル位置に対する第２の画像内の個々のピクセル位置に
おけるスペクトル反射率の比は、背景に関連する領域５６と比較して、生物学的病原体に
関連する領域５８を検出するのを補助することができる。領域５８（又は領域５８内のピ
クセル）が実際に、生物学的増殖プレート５０上で増殖した細菌コロニーに対応している
かどうかを判定するために、領域５６に対する領域５８の領域に基づく比較、又は場合に



(9) JP 5608159 B2 2014.10.15

10

20

30

40

50

よっては、全てのピクセル位置に対するピクセルに基づく比を使用することができる。
【００４２】
　換言すれば、コンピュータは、領域５８内の第２の画像に対する第１の画像内の反射率
値の比、及び領域５６内の第２の画像に対する第１の画像内の反射率値の比を計算するこ
とができる。これらの比は、１つの画像セットのみから定義され得るよりも、領域５８と
５６との間のより明確な差異を提供することができる。これらの比を定義するプロセスは
、第２の画像に基づく第１の画像の正規化と称される。そのような正規化は、領域５６に
関連する背景と比較して、領域５８に関連する生物学的病原体を同定する能力を改善する
ことができる。例えば、全てのピクセル位置において（又は場合によっては、異なる領域
内のピクセルセットに対して）、第１の画像を正規化するために生成される比は、その位
置が生物学的病原体に対応するか背景に対応するかを判定するために、閾値と比較されて
もよい。他のより複雑な計数規則又は技術もまた、全てのピクセル位置（又はピクセル位
置のセットによって画定される異なる領域）における比を計算するために適用され得る。
反射率値は、任意の種類の単位で測定されてもよく、場合によっては単位のない百分率値
を含んでもよい。
【００４３】
　図３は、完全統合生物学的読取機又はモジュラーシステム等、図１のシステム２０又は
別のシステムに対応し得る、生物学的増殖培地処理システム３０のブロック図である。シ
ステム３０は、メモリ３６に連結されるプロセッサ３３を含んでもよい、コンピュータ３
２を含む。所望される場合、コンピュータ３２は、ディスプレイスクリーン等の出力デバ
イス３８に連結されてもよい。コンピュータ３２はまた、接種ユニット、インキュベーシ
ョンユニット、ＩＤ読取機、ラベリングデバイス等の他の処理ユニット（図示せず）に連
結されてもよい。
【００４４】
　撮像ユニット３１は、コンピュータ３２に連結される。撮像ユニット３１は、生物学的
増殖培地の１つ以上の画像を生成し、該画像をコンピュータ３２に提供する。プロセッサ
３３は、メモリ３６に記憶される画像解析アルゴリズムに基づいて、画像を処理する。例
えば、メモリ３６は、撮像ユニット３１によって生成される画像の画像解析を促進する、
プロセッサで実行可能な種々のソフトウェア命令を記憶することができる。プロセッサ３
３は、本開示の技術を実施するために、そのような命令を実行する。出力デバイス３８は
、プロセッサ３３によって決定される結果を受信し、該結果をユーザーに提供する。
【００４５】
　メモリ３６はまた、データベース４０、並びにデータベース４０の管理のためのデータ
ベース管理ソフトウェアを記憶することができる。メモリ３６のデータベース４０は、異
なる種類の情報を異なる生物学的増殖培地と関連付けるために使用することができる。ま
た、データベース４０は、異なる種類の生物学的増殖プレートに関連するスペクトルプロ
ファイルを記憶するために使用されてもよい。そのようなスペクトルプロファイルは、例
えば、生物学的増殖プレートの処理で使用されることができ、場合によっては、背景に関
連する領域５６と比較して、生物学的病原体に関連する領域５８（図２）を区別するのを
補助することができる。そのようなスペクトルプロファイルを生成するために、代表的な
生物学的増殖培地の反射反応は、スペクトロメーターを介して記録されてもよい。データ
ベース４０は、幅広い異なる種類の生物学的増殖培地に対するスペクトルプロファイルを
記憶することができ、データベース４０は、新しい種類の生物学的増殖培地に関連するス
ペクトルプロファイルで時折更新されてもよい。
【００４６】
　より具体的には、生物学的増殖プレートに関連するスペクトルプロファイルは、エラー
又は欠陥が生物学的培地中に存在するかどうかを判定するのを補助することができる。ス
ペクトルプロファイルは、生物学的増殖培地を不正確にする製造上の欠陥又は使用上の欠
陥を識別するために、生物学的増殖培地上で測定されたデータと比較されてもよい。この
場合、生物学的増殖培地に関連する測定された反射率値が、予測されたスペクトル応答か
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ら極端に逸脱している場合、該培地は、潜在的なエラーを含むとしてフラグが付けられて
もよい。そのようなエラーは、例えば、老朽、製造上の欠陥、又は実験技術者若しくはユ
ーザーによる不適切な使用による可能性がある。例えば、生物学的増殖培地上での不適切
又は過剰な接種は、生物学的増殖培地を接種材料で過充填させる可能性があり、場合によ
っては、測定された反射率値と生物学的培地に関連する予測されたスペクトルプロファイ
ルとの比較によって検出され得るエラーを生じさせる。
【００４７】
　各種類の生物学的増殖プレートは、特有のスペクトル特徴を定義してもよい。１つ以上
の領域内の測定された反射率値が、特有のスペクトル特徴によって定義されるような予測
された値と一致しない場合、培地は、潜在的なエラーを含むとしてフラグが付けられても
よい。このようにして、生物学的増殖培地は、生物学的増殖培地の自動解析の一体性を改
善するために、スペクトルプロファイルに基づいて処理されてもよい。スペクトルプロフ
ァイルは、老朽、製造上の欠陥、又は不適切な接種による明確なエラーの検査の目的に加
えて、他の目的で使用されてもよい。
【００４８】
　図４は、生物学的増殖培地上の異なる位置に関連するスペクトル応答を図示するグラフ
である。図４のグラフは、Ｓａｉｎｔ　Ｐａｕｌ　Ｍｉｎｎｅｓｏｔａの３Ｍ　Ｃｏｍｐ
ａｎｙから市販されているペトリフィルム酵母菌及びかびカウントプレート（PETRIFILM 
Yeast and Mold Count Plate）（以下、ペトリフィルムＹＭプレートと称される）に関し
て実施された実験中に収集されたデータの概略図を提供する。ペトリフィルムＹＭプレー
トの仕様書に従って、ペトリフィルムＹＭプレートにかび（Ｍ６株）を接種し、インキュ
ベートした。ハロゲン光源下のペトリフィルムＹＭプレートの反射率を測定するために、
Ｏｃｅａｎ　Ｏｐｔｉｃｓモデル番号ＵＳＢ４０００スペクトロメーターを使用した。
【００４９】
　異なる波長におけるスペクトル応答の比較のために、ペトリフィルムＹＭプレート上の
５つの異なる位置を同定した。線４１は、ペトリフィルムＹＭプレート上の背景縁部位置
（即ち、第１の背景位置）に関連するスペクトル応答に対応する。線４２は、ペトリフィ
ルムＹＭプレート上に形成される生物学的病原体（即ち、第１の病原体）に関連するスペ
クトル応答に対応する。線４３は、ペトリフィルムＹＭプレート上の非縁部背景位置（即
ち、第２の背景位置）に関連するスペクトル応答に対応する。線４４は、ペトリフィルム
ＹＭプレート上の別の非縁部背景位置（即ち、第３の背景位置）に関連するスペクトル応
答に対応する。線４５は、ペトリフィルムＹＭプレート上に形成される別の生物学的病原
体（即ち、第２の病原体）に関連するスペクトル応答に対応する。
【００５０】
　図４から分かるように、４００ナノメートル～７００ナノメートル、及び特に５００～
７００ナノメートルの可視スペクトル内のスペクトル情報は、線４２及び４５（生物学的
病原体に対応する）を線４１、４３、及び４４（異なる背景位置に対応する）と区別する
情報の実質的に全てを伝える。更に、線４２は、可視スペクトルの大部分において線４３
及び４４よりも小さい反射率を示すが、７００ナノメートルを超える波長において、線４
３及び４４よりも大きい反射率を示す。８００～９００ナノメートルの波長においては、
全ての線がほぼ平行である。
【００５１】
　これらの観察結果は、正規化技術が使用されることを可能にし得る。例えば、７００～
１０００ナノメートル、又はより具体的には８００～９００ナノメートルの波長において
測定されたスペクトル反射率は、４００～７００ナノメートルの可視スペクトル内で測定
されたスペクトル反射率を正規化するために使用され得る。異なる範囲の生物学的増殖培
地の予測又は測定されたスペクトル特性は、可視スペクトル内の波長（例えば、約５００
～約７００ナノメートル）における照射下で生物学的増殖培地の第１の画像を捕捉し、可
視スペクトル外の波長（例えば、約８００～約９００ナノメートル）における照射下で生
物学的増殖培地の第２の画像を捕捉することによって利用することができる。
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【００５２】
　図５は、図１の撮像ユニット２１等の照射デバイス内の生物学的増殖培地１１５の照射
を図示するブロック図である。照射デバイスは、照射源１１０Ａ、１１０Ｂ、及び１１０
Ｃ（集合的に照射源１１０）を含む。照射デバイスはまた、カメラ１１２を含み、これは
、２次元単色カメラ又は別の種類のカメラを備えてもよい。生物学的増殖培地１１５は、
カメラ１１２に対する撮像位置で保持されてもよい。生物学的増殖培地１１５は、透明圧
盤１１４上にあってもよく、又は圧盤１１４の必要性の有無にかかわらず、ガイド機構、
ペンチ、又は若しくは他の要素によって定位置に保持され得る。
【００５３】
　照射源１１０は、２つ以上の異なる波長の電磁放射線で生物学的増殖培地１１５を照射
し、カメラ１１２は、これらの異なる照射のそれぞれの下で生物学的増殖培地１１５の１
つ以上の画像を捕捉する。具体的に、カメラ１１２は、例えば可視スペクトル内の光等、
第１の波長における電磁放射線を有する照射源１１０による照射下で、生物学的増殖培地
１１５の第１の画像を捕捉してもよい。カメラ１１２は、例えば可視スペクトル外の光等
、第２の波長における電磁放射線を有する照射源１１０による照射下で、生物学的増殖培
地１１５の第２の画像を捕捉してもよい。第１の画像のピクセルが第２の画像のピクセル
に対応することを確実にするために、生物学的増殖培地１１５がカメラ１１２に対する固
定位置に保持される時に、第１及び第２の画像が捕捉されてもよい。次いで、これらの画
像は、解析のためにカメラ１１２からコンピュータに通信することができる。
【００５４】
　コンピュータ（図４に図示せず）は、第１の画像の反射率値を正規化するために、画像
を解析し、全てのピクセル位置に対する比を生成することができる。具体的に、第１の画
像に対する第２の画像内のスペクトル反射率値の比は、背景に関連する生物学的増殖培地
１１５の領域と比較して、生物学的病原体に関連する生物学的増殖培地１１５の領域を検
出するのを補助することができる。
【００５５】
　照射源１１０は、幅広い種類のデバイス又は構成のいずれを備えてもよい。照射源１１
０は、照射の適切な波長を定義するためのフィルタを有する蛍光源を備えてもよい。ある
いは、照射源１１０は、発光ダイオード等の半導体光源を備えてもよい。発光ダイオード
は、例えば、照射の波長を生成するように定義されてもよく、又はフィルタが本目的で使
用されてもよい。多くの他の種類の照射源も使用することができる。図５は、生物学的増
殖培地１１５の前側及び裏側に位置付けられる照射源１１０を示すが、場合によっては、
生物学的増殖培地１１５の片側のみからの照射が使用され得る。実際に、本開示と一致し
た２つの異なる波長範囲の照射を達成するために、幅広い種類の構成が使用され得る。
【００５６】
　一実施例では、照射源１１０Ａは、第１の波長における照射を生成し、照射源１１０Ｂ
は、第２の波長における照射を生成する。照射源１１０Ｃは、２つの異なる波長における
背面照明を提供することができる。その他の場合は、照射源１１０のそれぞれは、第１及
び第２の波長において照射することができる要素を含んでもよい。いくつかの異なる波長
の照射下の画像を定義するために、いかなる数の異なる波長範囲が使用されてもよい。画
像を捕捉すると、カメラ１１２は、本開示と一致した画像解析のために、画像をコンピュ
ータに送信する。この場合もやはり、第１の画像のピクセルが第２の画像のピクセルに対
応することを確実にするために、生物学的増殖培地１１５がカメラ１１２に対する固定位
置に保持される時に、第１及び第２の画像が捕捉されてもよい。
【００５７】
　別の実施形態では、固定されているか、又はフィルタホイール内にある光学フィルタと
共に、白色光照射が使用されてもよい。また、別の実施形態では、例えばＢａｙｅｒマス
クと同様のマスクアレイの形態で画像センサー上で挿入された光学フィルタと共に、白色
光照射が使用されてもよい。いずれの場合においても、第１のスペクトル画像内のピクセ
ル位置の反射率値は、１つ以上の第２のスペクトル画像内の同一の空間ピクセル位置に対
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する反射率値に基づいて、正規化することができる。第１の画像は、１つ以上の第２の画
像とは異なる波長の照射に関連し得る。異なる波長の照射における追加の画像も使用する
ことができる。
【００５８】
　図６は、生物学的増殖培地上に形成される要素に関連するスペクトル応答、及び生物学
的増殖培地上の背景領域に関連するスペクトル応答を図示するグラフである。図６におい
て、線６４は、図４の線４４に対応し、線６５は、図４の線４５に対応する。窓枠６６Ａ
及び６６Ｂは、第１の画像及び第２の画像をそれぞれ捕捉するために使用される、照射波
長範囲を画定し得る。各画像に対して、各ピクセル位置の強度を判定することができ、窓
枠６６Ａ（第１のスペクトル画像に関連する）と６６Ｂ（第２のスペクトル画像に関連す
る）との強度の比を判定することができる。本プロセスは、窓枠６６Ｂに関連する第２の
画像に基づいて、窓枠６６Ａに関連する第１の画像の反射率値を正規化すると見なされて
もよい。比を使用することによるそのような正規化は、各所与のピクセルが背景に関連し
ているか生物学的病原体に関連しているかを検出する能力を改善することができる。更に
、所望される場合、背景及び病原体に関連する予測されたスペクトルプロファイルは、コ
ンピュータにプログラムされ、背景内のピクセル及び生物学的病原体に関連するピクセル
に対する予測された値又は予測された比を提供することによって、解析を強化するために
使用されてもよい。このようにして、予測されたスペクトルプロファイルは、生物学的病
原体を同定するのを補助することができる。言及されるように、予測されたスペクトルプ
ロファイルはまた、品質管理、及び老朽、製造上の欠陥、又は不適切な接種による潜在的
なエラーの検出のために使用されてもよい。
【００５９】
　本開示の技術は、生物学的病原体と背景を識別する能力を有意に改善し得る。第１の照
射下で生成された画像内の背景と生物学的病原体との反射率間の絶対差異が有意でない場
合でさえ、正規化された差異は有意になり得る。したがって、本開示の正規化技術は、生
物学的増殖培地上に形成される生物学的病原体と背景領域を識別又は区別する能力の改善
をもたらし得る。全てのピクセル位置において（又は場合によっては、異なる領域内のピ
クセルセットに対して）、第１の画像を正規化するために生成される比は、その位置が生
物学的病原体に対応するか背景に対応するかを判定するために、閾値と比較されてもよい
。他のより複雑な計数規則又は技術もまた、全てのピクセル位置（又はピクセル位置のセ
ットによって画定される異なる領域）における比を計算するために適用され得る。
【００６０】
　図７は、生物学的増殖培地上に形成される要素に関連するスペクトル応答、及び生物学
的増殖培地上の背景領域に関連するスペクトル応答を図示する別のグラフである。図７に
おいて、線７４は、図４の線４４に対応し、線７２は、図４の線４２に対応する。窓枠７
６Ａ及び７６Ｂは、第１の画像及び第２の画像をそれぞれ捕捉するために使用される照射
を画定し得る。各画像に対して、各ピクセル位置の強度を判定することができ、窓枠７６
Ａと７６Ｂとの強度の比を判定することができる。本プロセスは、窓枠７６Ｂに関連する
第２の画像のスペクトル反射率値に基づいて、窓枠７６Ａに関連する第１の画像のスペク
トル反射率値を正規化すると見なされてもよい。次いで、ピクセル位置が生物学的病原体
に対応するか背景に対応するかを判定するために、比を１つ以上の閾値と比較することが
できる。
【００６１】
　図６の実施例と同様に、比を使用することによるこの正規化は、各所与のピクセルが背
景に関連しているか生物学的病原体に関連しているかを検出する能力を改善することがで
きる。この場合もやはり、所望される場合、背景及び病原体に関連する予測されたスペク
トルプロファイルは、コンピュータにプログラムされ、背景内のピクセル及び生物学的病
原体に関連するピクセルに対する予測された値又は予測された比を提供することによって
、解析を強化するために使用されてもよい。
【００６２】
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　図７の実施例では、生物学的病原体（線７２に関連する）と背景（線７４に関連する）
を識別する能力は、１つの周波数範囲（例えば、第１の窓枠７６Ａによって画定される）
内の絶対比較値と比較して、有意に改善され得る。この場合、第１の照射下で生成された
画像に対する窓枠７６Ａ内の背景と生物学的病原体との反射率間の絶対差異は、わずか約
１５％であるが、正規化された差異は、３０％を超え得る。したがって、図７の実施例に
おいて、本明細書に概説するような正規化技術又は比の使用は、背景内のピクセルに対す
る生物学的病原体に関連するピクセルの数量的差異の１００％を超える改善をもたらし得
る。
【００６３】
　図８は、本開示と一致した技術を図示するフローチャートである。図８に示すように、
撮像ユニット２１は、第１の電磁放射線で生物学的増殖培地２４を照射し（工程８１に示
すように）、第１の電磁放射線で照射された生物学的増殖培地２４の１つ以上の第１の画
像を生成する（工程８２に示すように）。撮像ユニット２１はまた、第２の電磁放射線で
生物学的増殖培地２４を照射し（工程８３に示すように）、第２の電磁放射線で照射され
た生物学的増殖培地の１つ以上の第２の画像を生成する（工程８４に示すように）。生成
された画像は、画像解析のためにコンピュータ２２に送信されてもよい。
【００６４】
　コンピュータ２２は、第１及び第２の画像に基づいて、生物学的増殖培地２４上の生物
学的病原体を数える。具体的に、コンピュータ２２は、１つ以上の第２の画像に基づいて
、１つ以上の第１の画像内のスペクトル反射率値を正規化し（工程８５に示すように）、
正規化されたスペクトル反射率値に基づいて、生物学的病原体を同定し（工程８６に示す
ように）、同定された生物学的病原体を数える（工程８７に示すように）。言い換えれば
、コンピュータ２２は、１つ以上の第２の画像内のスペクトル反射率値に対する１つ以上
の第１の画像内のスペクトル反射率値の比を判定し、比に基づいて生物学的病原体を同定
し、同定された生物学的病原体を数える。
【００６５】
　第１の電磁放射線は、可視スペクトル内にあってもよく、第２の電磁放射線は、可視ス
ペクトル外にあってもよい。例えば、第１の電磁放射線は、約５００～７００ナノメート
ルの波長を有する光を含んでもよく、第２の電磁放射線は、約８００～９００ナノメート
ルの波長を有する光を含んでもよい。所望される場合、コンピュータ２２は、生物学的増
殖培地に関連するスペクトルプロファイルを記憶してもよく、その場合、生物学的増殖培
地２４上の生物学的病原体の同定は、第１及び第２の画像並びに記憶されたスペクトルプ
ロファイルに基づいてもよい。あるいは、記憶されたスペクトルプロファイルは、生物学
的増殖培地を処理するために使用され、場合によっては生物学的増殖培地上の品質検査を
提供し得る。コンピュータ２２は、新しい種類の生物学的増殖プレートが開発されると、
新しいスペクトルプロファイルで更新されてもよい。
【００６６】
　図９は、本開示と一致した技術を図示する別のフローチャートである。図９に示すよう
に、撮像ユニット２１は、可視スペクトル外の電磁放射線で生物学的増殖培地２４を照射
し（工程９１に示すように）、可視スペクトル外の電磁放射線で照射された生物学的増殖
培地２４の１つ以上の画像を生成する（工程９２に示すように）。生成された画像は、画
像解析のためにコンピュータ２２に送信することができ、コンピュータ２２は、１つ以上
の画像に基づいて、生物学的増殖培地２４上の生物学的病原体を数えることができる（工
程９３に示すように）。
【００６７】
　この場合もやはり、可視スペクトル外にある電磁放射線は、約７００～約１０００ナノ
メートル、及びより具体的には約８００～約９００ナノメートルの波長を有する光を含ん
でもよい。可視スペクトル内の画像もまた生成されてもよく、その場合、コンピュータ２
２は、可視スペクトル内の照射に関連する１つ以上の第１の画像、及び可視スペクトル外
の照射に関連する１つ以上の第２の画像に基づいて、生物学的増殖培地２４上の生物学的
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病原体を数えることができる。
【００６８】
　本明細書に記載する技術は、幅広い種類の修正及び実装時固有事項の対象となってもよ
い。例えば、可視スペクトル外の光下で生成された画像の使用は、可視スペクトル外の波
長におけるスペクトル情報を明示するように設計される生物学的増殖培地等、他の用途を
有し得る。更に、特定の代表的なシステムを記載してきたが、本開示の技術は、モジュラ
ー生物学的増殖培地処理システム、又は撮像及び画像処理能力を含む完全統合生物学的読
取機等、他の種類のシステム又はデバイスで使用され得る。
【００６９】
　本明細書に記載する技術は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、又はそれ
らの任意の組み合わせで実行されてもよい。ソフトウェアで実行される場合、該技術は、
生物学的増殖培地処理システムのコンピュータによって実行される時に、コンピュータに
本開示の技術のうちの１つ以上を実行させる命令を含む、コンピュータ可読媒体によって
少なくとも部分的に実現されてもよい。コンピュータ可読データ記憶媒体は、梱包材料を
含み得るコンピュータプログラム製品の一部を形成し得る。コンピュータ可読媒体は、同
期ダイナミックランダムアクセスメモリ（ＳＤＲＡＭ）等のランダムアクセスメモリ（Ｒ
ＡＭ）、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）、不揮発性ランダムアクセスメモリ（ＮＶＲＡＭ
）、電気的消去可能プログラマブルリードオンリメモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、フラッシュメ
モリ、磁気又は光データ記憶媒体等を含んでもよい。
【００７０】
　コンピュータ可読命令は、１つ以上のプロセッサ、汎用マイクロプロセッサ、ＡＳＩＣ
、ＦＰＧＡ、又は他の同等の集積若しくはディスクリート論理回路によって、該システム
のコンピュータで実行されてもよい。したがって、本明細書で使用する「プロセッサ」と
いう用語は、本明細書に記載する技術の実行に好適な任意の構造体を指し得る。
【００７１】
　ソフトウェアの実施形態に対して、本開示は、生物学的増殖培地処理システムのコンピ
ュータにおける実行時に、コンピュータに、生物学的増殖培地の１つ以上の画像であって
、可視スペクトル外の電磁放射線での生物学的増殖培地の照射中に生成された、１つ以上
の画像を受信させ、該１つ以上の画像に基づいて、生物学的増殖培地上の生物学的病原体
を数えさせる、命令を含む、コンピュータ可読媒体を提供し得る。
【００７２】
　加えて、本開示は、生物学的増殖培地処理システムのコンピュータにおける実行時に、
コンピュータに、生物学的増殖培地の１つ以上の第１の画像であって、第１の電磁放射線
での生物学的増殖培地の照射中に生成された、１つ以上の第１の画像を受信させ、生物学
的増殖培地の１つ以上の第２の画像であって、第２の電磁放射線での生物学的増殖培地の
照射中に生成された、１つ以上の第２の画像を受信させ、該１つ以上の第２の画像に基づ
いて、該１つ以上の第１の画像内のスペクトル反射率値を正規化させ、正規化されたスペ
クトル反射率値に基づいて、生物学的病原体を数えさせる、命令を含む、コンピュータ可
読媒体を提供し得る。
【００７３】
　ハードウェアで実行される場合、本開示は、本明細書に記載する技術のうちの１つ以上
を実行するように構成される、集積回路、ＡＳＩＣ、ＦＰＧＡ、論理回路、又はそれらの
種々の組み合わせ等の回路に関し得る。本発明の趣旨及び範囲から逸脱することなく、様
々な修正がなされてもよい。これら及び他の実施形態は、下記の特許請求の範囲内にある
。
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